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1 住宅扶助の状況
○単身の住宅扶助の限度額は41,000円から53,700円※１であり、2020（令和２）年度の県内住宅扶助の

平均は44,852円/月。※２

○住宅扶助の限度額は、各地域における家賃実態を反映し、最低居住面積水準を満たす民営借家を一定程
度確保可能な水準としつつ、近年の家賃物価の動向も踏まえ、設定されている。

2015(H27)年厚生労働省通知

【世帯人員別の住宅扶助の限度額】

市町村 １人 ２人 ３人～５人 ６人 ７人以上

下記３市以外の県内市町村 41,000円/月 49,000円/月 53,000円/月 57,000円/月 64,000円/月

横浜市 52,000円/月 62,000円/月 68,000円/月 73,000円/月 81,000円/月

川崎市 53,700円/月 64,000円/月 69,800円/月 75,000円/月 83,800円/月

横須賀市 44,000円/月 53,000円/月 57,000円/月 62,000円/月 69,000円/月

※１ １人世帯においては、床面積が15㎡以下の場合、㎡数に応じて限度額が段階的に減額となる。
※２ 2020（令和２）年度の県内住宅扶助の合計58,690,909,079円を住宅扶助被保護世帯数（109,046世帯）で割ると

538,221円/年（44,852円/月）。



2 民営借家の家賃の推移

住宅・土地統計調査

○民営借家の家賃の割合は、6万円台が最も多い。
○2008（平成20）年から2018（平成30）年において、家賃は概ね同水準で推移。

【民営借家の家賃の割合】
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として線引きすると、全体
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３ 住宅扶助限度額と民間借家の家賃等について
○県内の居住支援法人６法人にヒアリングしたところ、横浜・川崎地域などは家賃が高く住宅扶助での

物件探しに苦労しているが、県央地域などでは３万円以下の物件も一定数あることが分かった。
一方、住宅扶助の限度額が、民間賃貸住宅の底値を形成している県内の事例は把握できなかった。

○また、大学や工場等の移転による民間賃貸住宅への影響については、本県でも大学の移転に伴い、
跡地周辺で空き室が増えたことを確認した。

【居住支援法人からのヒアリング内容】
〇横浜・川崎地域

・横浜・川崎の住宅扶助の限度額は単身で52,000円・53,700円と高いが、家賃も高い。
・限度額が、民間賃貸住宅の底値となっているかは分からない。
・家賃は季節で変動しており、限度額で固定されている感覚はない。
・限度額の関係で、家賃と共益費等を調整することはよくあると聞いている。
・外国人よりも高齢者の入居が難しい。高齢者がペットを飼っていたり、歩行に支障がある場合は特に

厳しい。ただ、見守りがあれば、話は聞いてもらえる場合がある。

〇県央地域
・県央地域では２万円、３万円の物件が一定程度あり、住宅扶助で選べる物件の選択肢は広い。
・青山学院大学が2003（平成15）年､昭和音楽大学が2007（平成19）年に移転した際は、空き室が増えた。

現在、どのように使われているかは分からない。
・限度額に合わせて、家賃等を調整することもある。

〇湘南地域
・鎌倉市では４万円台の物件は少なく、市外の物件を案内することが多い。
・湘南地区でも、古くて狭い物件であれば、３万円を割り込むものも点在している。
・神奈川大学、東海大学周辺でも空き室が増えている。
・年金だけでは生活費が足りず、アルバイトをして生計を立てている高齢者は多い。

コロナで職を失うと公営住宅等に引っ越す必要があるが、地域やかかりつけ医から離れるのは難しい。
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4 家主保険等について① 県居住支援協議会
〇県居住支援協議会では、2020（令和２）年度に貸主向け保険商品ガイドブックを作成し、入居者が死

亡した際の原状回復費用や入居者の残置物の撤去費用等の貸主向けの少額短期保険等を紹介している。

県居住支援協議会HPより

【県居住支援協議会 貸主向け保険商品ガイドブック】



5 家主保険等について② 日本賃貸住宅管理協会

〇日本賃貸住宅管理協会は、2020（令和２）年に会員（管理会社）やその家主に対して、孤独死や行方
不明等が発生した場合のリスクに備える『家主費用・利益保険』を創設。

日本賃貸住宅管理協会HPより

【日本賃貸住宅管理協会 家主費用・利益保険（賃貸経営サポートプラン） 】

『家主費用・利益保険（賃貸経営サポートプラン）のポイント』

①入居中の死亡事故に伴う家賃損失を補償
賃貸借契約終了日以降の空室期間中の家賃減少や重要事項説明義務
が生じ、空室期間を短縮するために必要となった家賃値引による損
失を補償。

②死亡事故や行方不明に伴い支出した費用を補償
遺品整理、原状回復や建物明渡の訴訟手続き等に必要な費用を補償。
また、行方不明時の補償が自動付帯される。

③補償額を3パターンから選択でき、家賃の額に関係なく一律の保険料
補償額は、100万円、200万円、300万円の3パターンから選択でき、
自動付帯の行方不明時の補償額は100万円となる。
補償額が100万円の場合、一戸当たりの年間保険料は2,520円。

【保険の対象】
〇当協会会員
〇当協会会員と管理委託契約を締結している家主
（当協会会員と管理委託契約を締結している場合に限定）



6 家主保険等について③ 名古屋市
〇名古屋市は、2022（令和４）年11月に単身高齢者が入居するセーフティネット住宅を対象に、

孤独死が発生したことによる大家の損失を補償する包括的保険契約を保険会社と締結。
〇名古屋市が保険料を負担。（自治体による保険料負担は全国初。大家の保険料負担はなし。）

名古屋市HPより

【名古屋市 孤独死・残置物に係る「包括的損害保険」】

【補償内容】
〇家屋損失補償（～５万円 ）

戸室内死亡事故を原因として生じた、空室期間中の家
賃減少による損失及び値引き期間が発生したことによ
る損失

〇原状回復費用補償 （～１００万円 ）
戸室内死亡事故を原因とし、戸室に物的損害が生じた
場合の原状回復費用から敷金を控除した額

〇遺品整理等費用補償（～１００万円 ）
戸室内死亡事故発生による以下の費用
ア 遺品整理費用
イ 相続財産管理人選任申立諸費用
ウ お祓い又は追善供養に要する費用

〇建物明渡請求訴訟費用（～１００万円 ）

【保険概要】
〇セーフティネット住宅のうち、単身高齢者世帯が入居

する住宅を対象に、賃貸戸室での死亡事故による大家
の損害を補償する保険

【申込要件】
〇賃借人が満６０歳以上の単身世帯であること



７ 高齢者等のための設備の設置状況
○高齢者（65歳以上）のいる世帯において、持ち家に比べて借家における設備の設置状況（戸数の割合）

が低い。

2018(H30)年住宅・土地統計調査

53.9%

28.9%

22.0%

30.4%

17.9%

65.3%

19.6%

8.8%

8.4%

12.8%

8.7%

30.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

手すりがある

またぎやすい高さの浴槽

廊下などが車いすで通行可能な幅

段差のない屋内

道路から玄関まで車いすで通行可能

上記いずれかの設備がある

持ち家 借家

【高齢者等のための設備の設置状況】 【手すりの設置状況】

14.4%

23.6%

32.5%

3.3%

5.9%

35.7%

5.4%

9.6%

10.4%

1.8%

2.1%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40%

玄 関

トイレ

浴 室

脱衣所

廊 下

階 段

第１回資料



8 省エネルギー設備等の設置状況
○持ち家に比べて借家における省エネルギー設備等の設置状況（戸数の割合）が低い。

2018(H30)年住宅・土地統計調査

【省エネルギー設備等の設置状況】
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9 持ち家における共同住宅の割合
○高齢者（65歳以上）のいる世帯の持ち家において、政令市以外の市部では、大和市・海老名市・座間

市・藤沢市の共同住宅の割合が高い。
○町村部では、湯河原町の共同住宅の割合が高い。

2018(H30)年住宅・土地統計調査

【市町別 高齢者のいる世帯における共同住宅の割合】
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10 公営住宅の家賃の算定
○公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき家賃算定基礎額に立地や規模等に応じた係数を乗じて算定。
○家賃算定基礎額は世帯所得の変化に応じて見直すこととされ、2007（平成19）年に改正されている。

【公営住宅の家賃の算定方法】

※国土交通大臣が
市町村ごとに
定める数値

家賃算定基礎額 = 収入区分ごとの中間粗収入（年間） × 家賃負担率 ／ 12か月

本来入居者の家賃 ＝ 家賃算定基礎額 × 市町村立地係数 × 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数
※床面積を
65㎡で
除した数値

※経過年数に応じた
数式で
設定される数値

※駅からの距離や
設備等を勘案して
県や市町村が設定

※世帯収入に占める
家賃支出の割合を示す率
15～18％

区分 収入分位 粗収入下限値（円） 粗収入上限値（円） 中間粗収入（円） ※3 家賃負担率 家賃算定基礎額（円）

Ⅰ 0～10％ ※1 2,590,000 2,920,000 2,755,000 15.0％ 34,400
Ⅱ 10～15％ 2,920,000 3,240,000 3,080,000 15.5％ 39,700
Ⅲ 15～20％ 3,240,000 3,570,000 3,405,000 16.0％ 45,400
Ⅳ 20～25％ 3,570,000 3,890,000 3,730,000 16.5％ 51,200
Ⅴ 25～32.5％ 3,890,000 4,380,000 4,135,000 17.0％ 58,500
Ⅵ 32.5～40％ 4,380,000 4,890,000 4,635,000 17.5％ 67,500
Ⅶ 40～50％ 4,890,000 5,650,000 5,270,000 18.0％ 79,000
Ⅷ 50％～ 5,650,000 ※2 6,500,000 6,075,000 18.0％ 91,100

家賃算定基礎額
※家賃計算の基本となる金額
所得の低い方ほど低家賃となる

※1 収入Ⅰ分位（0～10％）の粗収入下限値は、標準３人世帯の生活保護基準額
※2 収入Ⅷ分位（50％～）の粗収入上限値は、収入分位60％の粗収入
※3 家賃負担率は16.0％を基本に、特に低額所得の者に対しては低い負担率とし、収入分位の上昇に応じて高くなっている


